
令和元年度第１回　西条市子ども・子育て会議
（令和元年7月24日）

資料１

第二期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて

「計画骨子」及び「量の見込み」について





乳児 幼児

0歳
1～5歳

（就学前）
6～11歳

（小学生）
12～14歳
（中学生）

15～18歳

1 延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間にお
いて、保育所等で引き続き保育を実施する事業

児童の預かり 保育利用児童のみ

2 一時預かり事業
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼
稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業

児童の預かり

3 地域子育て支援拠点事業
家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に
対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業

　・交流の場の提供
　・相談支援

4 病児保育事業
病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師
等が一時的に保育等を行う事業

児童の預かり 病児・病後児のみ

5
ファミリー・サポート・センター
事業

乳幼児や小学生以下の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の
預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互
援助活動に関する連絡、調整を行う事業

児童の預かり

6 放課後児童健全育成事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終
了後等に小学校の余裕教室や児童館等において適切な遊び及び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図る事業

児童の預かり

7 子育て短期支援事業

母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の
事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預か
る短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事
業

児童の預かり

8 利用者支援事業
子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用に
ついて情報収集を行うとともに、それらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言
を行い、関係機関等との連絡調整等を実施する事業

相談支援

9 乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育
環境等の把握を行う事業

訪問支援
（虐待予防）

10 養育支援訪問事業
乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要
と判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関す
る相談支援や育児・家事援助などを行う事業

訪問支援
（虐待予防）

11 妊婦一般健康診査
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の
把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じ
た医学的検査を実施する事業

妊婦健診 妊婦のみ

12
実費徴収に係る補足給付を行う
事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払
うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事
への参加に要する費用等を助成する事業

保護者負担の助成

13
多様な事業者の参入促進・
能力活用事業

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経
費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で
受け入れるための職員の加配を促進するための事業

・新規参入事業者支援
・職員加配促進

２　地域子ども・子育て支援事業　事業概要

事業名 事業概要 事業性質

事業の対象となる児童の年齢等（児童福祉法の定義による）

事業の対象
（その他）

少　　　年



1 計画策定の趣旨 1 計画策定の趣旨

2 計画の性格・位置付け 2 計画の位置付けと期間

3 計画の期間 3 計画の策定体制

4 計画の策定体制

1 子どもをめぐる状況 1 西条市における概況

2 これまでの子ども・子育て支援の取組状況 2 これまでの子ども・子育て支援の取組状況

3 人口・世帯数等の見通し 3 子ども・子育て支援に関する市民の意識

4 子育てに関する意識の現状　～ニーズ調査結果より～ →

1 めざす姿 1 めざす姿

2 計画の基本理念 2 基本理念

3 計画の基本目標 3 基本目標

4 施策の展開 1 基本理念＞基本目標＞推進施策 4 施策の展開 1 基本理念＞基本目標＞推進施策

1 幼児期の教育・保育の充実 1 教育・保育提供区域の設定

2 教育・保育提供区域の設定 2 教育・保育の量の見込みと提供体制

3 教育・保育の量の見込み、確保方策及び実施時期 3 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制

4 地域子ども・子育て支援の充実

5 教育・保育の一体的な提供を含む子ども・子育て支援の推進方策

1 計画の推進 1 推進体制

2 推進体制 2 計画の進行管理

3 計画の進捗状況の管理・評価

1 西条市子ども・子育て会議条例 1 計画の策定体制と経過

2 西条市子ども・子育て会議委員名簿 2 用語の説明

1

次期計画案

章 項　　　目

1 計画策定の概要

資料

2
子どもと子育て家庭を
取り巻く状況

3 計画の基本的な考え方

5
子ども・子育て支援の
提供体制

第３ 第二期子ども・子育て支援事業計画 骨子案について

資料

6

5

3

2

章 項　　　目

現行の計画

計画の推進に向けて

子ども・子育て支援の
新たな取組

計画の基本的な考え方

子ども・子育てを
取り巻く状況

計画策定の概要

6 計画の推進に向けて



算出対象
該当

数　　値
（令和2年度）

①
平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成31/
令和元年度

平　　均
②

差
③（①-②）

率
（③/②）

要否 方　　針

〇 640 703 660 610 549 631 10 1.5% 否 ニーズ調査結果を採用

幼稚園 〇 176 280 263 244 219 252 -76 -30.0%

保育所 〇 1,412 1,703 1,739 1,692 1,704 1,710 -298 -17.4%

〇 229 122 115 136 141 129 101 78.2% 要 実績（平成28年度～）に基づき補正

〇 990 887 878 897 927 897 93 10.3% 否
ニーズ調査結果を採用
※乖離率10％に達しているが、実績が示す
利用増傾向を反映しているため

第４ 「量の見込み」について

 １ 「量の見込み」の数値補正等について

 ２ 数値補正等の必要性判断基準及び方針

　昨年度、市内の子育て家庭を対象に実施したアンケート「西条市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の集計結果を利用し、国が示した「作業の手引き」に沿って、子ども・子育て支援新制度における主要事業
（教育・保育、地域子ども・子育て支援事業）について、本市の将来５か年の推計ニーズ「量の見込み」を算出しました。
　子ども・子育て支援事業計画では、この「量の見込み」と、それを満たす提供体制（施設定員や事業量等）の確保方策（内容及び時期）を掲げ、目標値として設定することにより、子育て支援事業を計画的に推進し
ていくこととしています。

　国は、全国市町村に対し、「量の見込み」算出のための「作業の手引き」を示す一方で、各市町村による事業実績を踏まえた「量の見込み」の数値補正についても言及しています。
　［現行の子ども・子育て支援事業計画も、計画期間の中間年度（平成29年度）に、国が示した「見直しの考え方」に沿って、事業実績に基づく「量の見込み」へ数値補正を行っています。］

　本市でも、「作業の手引き」に沿って算出した「量の見込み」について、実績（平成28年度～）との比較により大きな乖離が見られる事業を対象に、事業実績に基づく「量の見込み」へ数値補正を行いたいと考えて
います。
　（なお、子ども・子育て支援新制度における主要事業のうち、「量の見込み」の算出対象となっていない事業については、本市独自の考え方に基づき「量の見込み」を設定します。）

「量の見込み」の数値補正等については、次の基準により必要性を判断し、事業実績（平成28年度～）に基づいた「量の見込み」へ数値補正を行いたいと考えています。

・実績との乖離が大きい事業
　［乖離率10％以上：現行計画期間の中間年度（平成29年度）に国が示した「見直しの考え方」に基づく］

 ３ 事業別の数値補正方針等

事　業　等　名

ニーズ調査結果による
「量の見込み」算出

「量の見込み」と
実績平均値との乖離

「量の見込み」の数値補正等

担当課

実　　　績

（１）教育・保育

1号認定　（人）

3～5歳

保育・幼稚園課

2号認定（人）
※保育の必要性

あり
実績（平成28年度～）に基づき補正要

3号認定（人）
※保育の必要性

あり

0歳

1・2歳



算出対象
該当

数　　値
（令和2年度）

①
平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成31/
令和元年度

平　　均
②

差
③（①-②）

率
（③/②）

要否 方　　針

1 〇 1,015 346 388 350 － 361 654 180.9% 要 実績（平成28年度～）に基づき補正 保育・幼稚園課

159,689 27,852 27,872 30,112 － 28,612 131,077 458.1%

61,526 22,172 21,832 23,628 － 22,544 38,982 172.9%

1号認定 17,312 6,239 6,143 6,648 － 6,343 10,969 172.9%

2号認定 44,214 15,933 15,689 16,980 － 16,201 28,013 172.9%

98,163 5,680 6,040 6,484 － 6,068 92,095 1517.7%

3 〇 4,445 20,072 20,575 20,535 － 20,394 -15,949 -78.2% 要 実績（平成28年度～）に基づき補正 保育・幼稚園課

4 〇 5,427 1,545 1,681 1,290 － 1,505 3,922 260.5% 要 実績（平成28年度～）に基づき補正 保育・幼稚園課

5 〇 23 1,072 1,191 1,814 － 1,359 -1,336 -98.3% 要 実績（平成28年度～）に基づき補正 保育・幼稚園課

1,873 1,585 1,723 1,838 － 1,715 158 9.2%

1,428 1,321 1,391 1,473 － 1,395 33 2.4%

445 264 332 365 － 320 125 38.9%

7 〇 349 － － 否
ニーズ調査結果を採用
※未実施のため

子育て支援課

8 × 未実施 未実施 1か所 － 独自に目標事業量を設定
子育て支援課・
健康医療推進課

9 × 746 730 670 － 715 平成28年度以降実績に基づき設定 健康医療推進課

10 × 26 28 33 － 29 平成28年度以降実績に基づき設定 健康医療推進課

11 × 9,882 9,591 9,193 － 9,555 平成28年度以降実績に基づき設定 健康医療推進課

12 ×
次回会議にて、実施に係る検討状況を
提示予定

保育・幼稚園課

13 ×
次回会議にて、実施に係る検討状況を
提示予定

保育・幼稚園課

実績（平成28年度～）に基づき補正

その他

地域子育て支援拠点事業　（人回）

一時預かり事業　（人回）

〇 要

未実施

未実施

事　業　等　名

ニーズ調査結果による
「量の見込み」算出

実費徴収に係る補足給付を行う事業

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

2

低学年

高学年

子育て短期支援事業（人回）

利用者支援事業

6

放課後児童健全育成事業（人）

〇

「量の見込み」と
実績平均値との乖離

「量の見込み」の数値補正

担当課

養育支援訪問事業（人）

妊婦健康診査（人回）

乳児家庭全戸訪問事業（人）

子育て援助活動支援事業（人回）
（ファミリー・サポート・センター）

病児保育事業（人回）

延長保育事業　（人）

実　　　績

未実施

子育て支援課否

ニーズ調査結果を採用
※学年別に見ると乖離が見られるが、担当
課が把握している「高学年児童の利用増傾
向」にも合致するため

保育・幼稚園課

幼稚園

（２）地域子ども・子育て支援事業



０歳児から２歳児 ３歳児から５歳児
保育の必要性の認定事由に該当する子

ども

幼稚園等の預かり保育の基準が満たな

い場合

【３号】

非課税世帯　保育料無償

【２号】全世帯　保育料無償

保育料の一部として負担していた

副食費を徴収（免除有）

保

育

所

同上 同上

幼

稚

園

【１号】

満３歳児　保育料無償

今までどおり副食費を負担

（免除有）

【１号】

全世帯　保育料無償

今までどおり副食費を負担

（免除有）

【新２号】

預かり保育　月11,300円まで

（【新３号】満３歳児月16,300円ま

で）

【新２号】認可外保育、一時保育、病

児保育、ファミサポ、預かり保育と合

わせて月11,300円まで

（【新３号】月16,300円まで）

同上 同上 同上 同上

【新１号】

満３歳児　保育料無償

月25,700円まで

今までどおり副食費を負担（補足

給付で免除有）

【新１号】

全世帯　保育料無償

月25,700円まで

今までどおり副食費を負担（補足

給付で免除有）

同上 同上

【新３号】

非課税世帯

月42,000まで無償

【新２号】

月37,000円まで無償

◇満３歳児とは、誕生日を迎えた２歳児

◇教育・保育給付認定

　１号とは、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）に通う子ども

　２号とは、保育所に通う３歳児以上の子ども

　３号とは、保育所に通う３歳児未満の子ども

◇施設等利用給付認定

　新１号とは、未移行幼稚園に通う保育の必要性がない子ども

　新２号とは、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）に通う又は入所出来ない保育の必要性がある３歳児以上の子ども

　新３号とは、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）に通う又は入所出来ない保育の必要性がある３歳児未満の非課税世帯の子ども

認定こども園

※保育所と幼稚園の機能を兼ね

備えた施設 障

害

児

通

園

施

設

　

無

償

認可外保育、一時保育、病児保育、ファミサポ

保育所等

幼稚園（移行）

※教育・保育給付を受けている幼稚

園

幼稚園（未移行）

※私学助成を受けている幼稚園

保育の必要性の認定事由に該当する

子どもで認可保育所等に入所出来な

かった場合等

※入所待ち児童等

幼児教育・保育無償化の制度内容について

施設等利用給付認定（新設）教育・保育給付認定






















